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COVID-19の感染経路

①飛沫 ②接触 ③エアロゾル



皆さんの職場は・・・
接触感染のリスクの高い環境
•保育園

•幼稚園

•高齢者施設

•障がい者施設

•病院（入院病棟）

誰かの援助を受け、生活や

療養を送る必要がある人々



病院の感染対策について
•感染対策のチームがあり、かつ活動している

•手指消毒剤や手洗い場が整備されている

•手袋やガウン等の廃棄場所が決まっている

•かつ、それらの予算が潤沢（！？）にある

•勤務している多くの医療者の感染管理に関する知識が、一定程
度ある（はず・・・）

•院内感染が発生すると、死に直結することがある

同じ事を高齢者施設で行う困難さ



介護福祉施設の1日の流れ

7：00 起床・身支度・整容
8：00 朝食・服薬・口腔ケア
9：00 レクリエーション
9：30 入浴

12：00 昼食・服薬・口腔ケア
13：00 体操
15：00 おやつ
18：00 夕食・服薬・口腔ケア
21：00 就寝

利用者の体に直接触れる介助、
自立支援のための見守りなど

家事援助などの代行サービス、
身体介護以外の介護サービス

日常生活を送るための支援

病院とは異なる医療者（医師・看護師）
配置数や業務内容



生活の場で行う感染対策



生活環境での感染対策のしにくさ

1. 狭さ
居室

廊下

ガウン類の脱衣をするスペースを取りにくい

2. 共有スペース
トイレ、風呂、洗面台、台所

リビング

3. 共有物
洗濯機、掃除機

調理器具

食器



陽性者が発生したら

1. コロナにかかった人と部屋（スペース）を
分けていますか？

2. よごれたタオルや服は洗濯しましょう
3. タオルや食器などの身の回りのものを一緒

に使っていませんか？

4. ゴミはよくしばって捨てましょう
5. 看病する人は、感染を防ぐためできるだけ

一人に決めましょう

6. こまめに手を洗いましょう

7. 家族で正しくマスクをつけましょう

8. こまめに換気をしましょう
9. 手でよくさわる場所は清掃・消毒しましょ

う

東京都福祉保健局チェックリスト「家族で守ろう１０の約束」より



換気の必要性

東京都福祉保健局「高齢者施設・障害者施設における換気のチェックリスト」より一部抜粋

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/iryokikan/koureisyachecklist.files/checklist.pdf



「分ける」をキーワードに考える

普段から「分ける」 イベント時「分ける」
※ここでのイベントとは、新型コロナウイルス
感染者の集団発生等を指します。
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まず誰と何を分けるのか？

皆さんは、「生活の支援」を提供するプロ

家や家族のような温かいサービスを提供することは大切
ですが、入居者（利用者）と家族ではありません！

入居者（利用者）と職員

※同居家族の4分の1に感染が見られ、世帯人数が2人の場合、接触した家族が配偶
者の場合、接触した家族が高齢の場合に感染率が高い。
（2021年3月茨城県土浦保健所）



まず誰と何を分けるのか？

1. 生活区域を分ける

食事の環境

トイレ

洗面台

2. 対応する際の服装を分ける

排泄介助の際のエプロン
食事介助、口腔ケアの際のフェイスシールド（アイシール
ド）やマスク、エプロン

3. 使用する物品を分ける

利用者の私物をスタッフステーションに置かない

入居者（利用者）と職員
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陽性者や有症状者が発生

初動が大事
※医務室への連絡

全職員が対応できる手順を示す

夜だから、朝まで待とう・・・ではなく、対応する

1. 居室内隔離

隔離可能？

2. 職員の対応を分ける

サービス提供順番

食事介助、排泄介助、服薬・・・入室時のルールの徹底

3. 使用する物品を分ける

当該の入居者と他の入居者との使用物品を分ける



「分ける」ことができないときとは

•徘徊する入居者が多い

•意思疎通が困難な入居者が多い

•介護度が高くベッド上での生活をす
る入居者が多い

•歩行は可能だが、行動の制限ができ
ない

•盗食する入居者がいる

•誤食、異食をする入居者がいる



「分ける」ことができないときの対応

入居者の行動制限が困難な場合は、最低限でも入居者と職
員が共有する場所や物がないようにしましょう。
• ガウン等の感染防護具を決められた場所で装着し、決めら
れた場所で脱衣する

• 入居スペースで飲食しない
• 入居者とトイレや洗面台を共有しない

皆さんが、もらわないことが入居者へのサービス継続に

一番大切なことです！



職員からサービス利用者へ感染する

ひとつでは不十分であるため、これらを

合わせ技で行う必要がある

これらのうち、どれかが不十分である場

合、ウイルスをサービス利用者へ運んでし
まう可能性がある

ウイルスは自分では移動できません！



効果的かつ負担の少ない医療・介護現場における感染対策の考え方とその変更の方向性

厚生労働省令和4年6月8日アドバイザリーボード館田先生提出資料より
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訪問看護ステーション等の環境管理

汚染されている可能性のある物品

職員の私物など

基本の消毒

混在させない！



おわりに
Build Back Better よりよい復興

災害の発生後の復興段階において、次の災害発生に備えて、より災害に対
して強靭な地域づくりをおこなうという考え方。

2015年第3回国連防災会議で採択された国連文書「災害リスク削減のため
の仙台枠組み2015ー2030」で提唱。

新型コロナウイルス感染症の流行より前の状況に「元通り」にす
るのではなく、「深刻な事態が発生しても、影響を最小限にとど
め、しなやかに復活できる力」を備える。


